
ポルトガルで利用可能な主な交通手段 

 

当地時間 2020年 7月 17日 9:00時点 

 

 

【注意事項】 

●システム上予約可能であっても、運休になるフライトも多いため、空港 HP や各航空会社のサ

イトを参考に最新情報の入手に努めてください。 

●ポルトガル政府は、公共交通機関でのマスク着用を義務づけていますので、利用される方は

ご留意願います。 

 

【日本への帰国便】 

（東京（成田・羽田）便） 

ロンドン経由 

★英国航空（BA）＋日本航空（JAL）便利用 

リスボン→ロンドン・ヒースロー：（BA）1日 1～2便運航 

ロンドン・ヒースロー→東京羽田：（JAL）週 3便（水、金、日）運航 

（BA）週 3便（水、金、日）運航 

★TAPポルトガル航空＋全日空（ANA）便利用 

リスボン→ロンドン・ヒースロー：（TAP）1 日 2便運航 

ロンドン・ヒースロー→東京羽田：（ANA）週 3便（月、水、土）運航 

 

アムステルダム経由 

★KLMオランダ航空便利用 

リスボン→アムステルダム：1日 2～3便運航 

アムステルダム→東京成田：週 5～6便運航 

 

フランクフルト経由 

★TAPポルトガル航空＋日本航空（JAL）便利用 

リスボン→フランクフルト：（TAP）1日 1便運航 

フランクフルト→東京成田：（ANA）週 2便（水、土）運航 

★ルフトハンザ航空（LH）＋全日空（ANA）便・ルフトハンザ便利用 

リスボン→フランクフルト：（LH）1日 1～2便運航 

フランクフルト→東京羽田：（ANA）週 5便運航（火、木、金、土、日） 

 

パリ経由 

★エールフランス航空（AF）＋日本航空（JAL）便利用 



リスボン→パリ：（AF）1日 3便運航 

パリ→東京羽田：（JAL）週 2便運航（水、日） 

 

（大阪（関西）便） 

アムステルダム経由 

★KLMオランダ航空便利用 

リスボン→アムステルダム：1日 2～3便運航 

アムステルダム→大阪関西：週 3 便運航（火，木，土） 

パリ経由 

リスボン→パリ（CDG）：1日 2～3 便運航 

パリ（CDG）→大阪関西：週 2便運航（木，土） 

 

＊ヘルシンキ、チューリッヒ、ワルシャワ、マドリード、ウィーン及び中東経由は、経由地まで或い

は経由地からのフライトが運休中または乗り継ぎ時間の関係で現時点ではお勧め致しません。 

 

【ポルトガルへの入国制限】 

ポ ル ト ガ ル の 入 国 制 限 に 関 す る 5 月 19 日 付 政 府 通 達 5612-A/2020 

（https://dre.pt/application/conteudo/134022024）において、ポルトガル国内の在留許可を有す

る者や特別な事情を有する者は入国が認められていますが、その他観光等を目的とした第３国

からの入国が認められる旨の記載はありません。この通達は、有効期限がなく、新たな通達も発

表されていないため、現時点では同通達が有効であると理解されます。ポルトガルへの渡航を

検討される場合は、居住地のポルトガル大使館に最新情報を確認するようお願いいたします。 

 

【ポルトガル政府によるフライト離発着制限】 

6月 30日付の政府通達 6756-C/2020（https://dre.pt/application/conteudo/136997545）にお

いて、ポルトガル政府は、以下のフライトの離発着を許可しました（※の国は相互主義を勘案し

た上で運用。）。 

その後 7月 15日付の政府通達 7212-B/2020（https://dre.pt/application/file/a/138056701） 

にて、7 月 31 日 23:59 までの延長が発表されました。期限延長の他、特に大きな変更点等はあ

りません。 

・ポルトガルと EU 域内の全ての国、シェンゲン域に関連する国（リヒテンシュタイン、ノルウェー、

アイスランド、スイス）、英国、アルジェリア（※）、カナダ（※）、韓国（※）、モロッコ（※）、チュニジ

ア（※）、中国（※） 

・ポルトガル語を公用語とする国（ブラジルはサンパウロ、リオデジャネイロのみ）及び米国から

のフライトに関しては、例外として運航を認めるものの、これらの国からポルトガルへ渡航する際、

フライト搭乗前の 72 時間以内の COVID-19 の陰性結果の証明書の提示が必須となっており、

提示できない場合は、ポルトガル領土への入国は拒否されます。また、7 月 15 日に発表された

https://dre.pt/application/file/a/138056701


政令 37-A/2020 第 3 条にて、同証明書の提示を行わなかった乗客を搭乗させた場合、航空会

社側への罰金が課されることが記載されております 

 

【日本からポルトガルへの渡航ルート】 

ポルトガルへの直行便はないため、日本人の入国制限が行われていないアムステルダム又

はパリ経由をご検討下さい。また、ロンドン経由も同日乗り継ぎであれば、英国に入国する必要

がないため、入国をめぐるトラブルを避けやすいと考えられます。なお、EU 域内では各国が独自

の入国制限を課しているケースもありますので、航空券購入前に、経由地の最新の情報につき

入手願います。また、EU は２週間毎に入国制限の見直しを実施することを発表しているため、常

に最新情報の入手に努めて頂くことをお勧めします。なお、ポルトガル政府は現時点で自主隔離

等の入国検疫は課しておりません。 

 

【スペインとの国境情報】 

7月 1日 0::00から、両国の国境は再開していますが、ＥＵ域外市民の国境通過の可否に関する

発表はなされていません。 

 

【乗継地関連情報】 

ロンドン （在英国日本大使館 HP）   

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

アムステルダム （在オランダ日本大使館 HP） 

https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona_faq2.html 

パリ （在フランス日本大使館 HP） 

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html 

フランクフルト（在ドイツ日本総領事館） 

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin 

（了） 

 


